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○議長（吉田敏郎） 

皆さん、おはようございます。 

ただいまの出席議員は１１名です。定足数に達しておりますので、これより令和

５年開成町議会３月定例会議（第４日目）の会議を開きます。 

午前９時００分 開議 

○議長（吉田敏郎） 

本日は、令和５年度当初予算について、一般会計から特別会計及び企業会計まで

の説明を順次担当課長に求める予定としております。 

よって町三役は出席しておりませんので、御承知おきください。 

なお、本定例会においては、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、マス

クの着用と着座での発言を許可しております。 

では、直ちに日程に入ります。 

なお、私からのお願いですけれども、町側にお願いいたします。説明の場合、資

料名とページを示していただき、ゆっくりと説明をしていただければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

日程第１、議案第１７号 令和５年度開成町一般会計予算についてから、日程第

８、議案第２４号 令和５年度開成町下水道事業会計予算についてまでを開成町議

会会議規則第３６条の規定に基づき一括議題とします。 

これより、令和５年度開成町一般会計予算についての細部説明を順次、担当課長

に求めます。細部説明は着座にて説明していただいて結構です。 

財務課長。 

○財務課長（高橋清一） 

それでは、議案第１７号 令和５年度開成町一般会計予算について御説明いたし

ます。 

資料は２ページを御覧ください。 

第１表、歳入歳出予算の歳入です。１款町税から、資料は４ページの２１款町債

まででございます。 

そして、資料は５ページに移りまして、歳出になります。１款議会費から、資料

は６ページに移りまして、１３款予備費まででございます。 

歳入歳出共に総額６９億５,９００万円の予算額でございます。 

続いて資料は７ページを御覧ください。 

第２表、債務負担行為です。令和５年度当初予算では７件を設定させていただい

ております。 

上段から、事項、開成町土地開発公社に係る債務保証、期間、令和５年度、限度

額５億円。 

次に、子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料、期間、令和５年度から

令和６年度まで、限度額５６５万５０００円。 

次に、事項、健康増進計画等策定支援業務委託料、期間、令和５年度から令和６
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年度まで、限度額６７３万円。 

次に、事項、第六次総合計画策定支援業務委託料、期間、令和６年度、限度額５

２２万５,０００円。 

次に、事項、都市計画マスタープラン及び第８回線引きの見直し業務委託料、期

間、令和６年度、限度額７６８万５,０００円。 

次に、事項、口座振替Ｗｅｂ申込オンラインシステム使用料、期間、令和６年度

から令和９年度まで、限度額７６８万５,０００円。 

次に、事項、町村共同システム用端末等賃借料（令和５年度更新分）、期間、令

和６年度から令和１０年度まで、限度額１,９０６万７,０００円。 

続いて資料は８ページを御覧・・・。 

○議長（吉田敏郎） 

財務課長、いいですか。すみません。 

最初の口座振替Ｗｅｂ申込オンラインシステム使用料、ここ７６８万とおっしゃ

ったけど、ちょっとそこは。 

○財務課長（高橋清一） 

失礼しました。 

口座振替Ｗｅｂ申込オンラインシステム使用料については、限度額が２６４万円

でございます。失礼しました、ごめんなさい。 

続きまして、資料については８ページを御覧ください。 

第３表、地方債になります。令和５年度当初予算では４件ございます。 

上段から、起債の目的、町民センター改修事業債３,９６０万円。 

次に、起債の目的、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債、限度額３億４,１９

０万円。 

次に、常備消防事業債、限度額１，２３０万円。 

次に、起債の目的、臨時財政対策債、限度額２億２,５００万円。 

合計６億１,８８０万円でございます。 

起債の方法、利率、償還方法については記載のとおりでございます。 

続いて、一般会計予算の詳細説明に移ります。 

説明については、歳入歳出事項別明細書にて、順次御説明申し上げます。 

なお、説明に際しましては新規事業、重点事業などを中心に、簡潔に御説明させ

ていただきたいと思いますので、御了承くださるようお願いいたします。 

それでは、資料については１２ページを御覧ください。 

まず歳入になります。 

○税務課長（山口哲也） 

それでは１２ページの歳入となります。 

当初予算案付属資料の令和５年度町税等当初予算額一覧も併せて御覧ください。 

町税の見込みにつきましては、コロナによる影響も限定的となり、賃金等は全体

的に上昇傾向にあります。国のデータによれば、令和４年の速報値では、賃金上昇
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率はプラス２．１％となっています。 

本町ではこれに加え、人口、納税義務者数の増や、直近の実績等を勘案の上、見

込み額を計上しております。 

町税の総額につきましては、前年度に比べ６,９１２万７,０００円の増となる３

０億７,６３１万１,０００円を見込みました。前年度比２．３％の増となっており

ます。 

予算書１２ページ、１款町税、１項町民税、１目個人から御説明申し上げます。  

個人町民税につきましては、先ほど申し上げましたとおり、新型コロナウイルス

感染症の影響は限定的と想定しまして、人口や納税義務者数の増などを考慮し、前

年度に比べ２,６０６万９,０００円の増となる１１億５,９３１万４,０００円を見

込みました。前年度比２．３％の増としております。 

続きまして、２目法人です。 

法人町民税は主要な法人への聞き取り調査を実施しております。為替や原材料価

格の高騰などの影響を考慮し、見込みました。前年度に比べ１,２５７万円の増とな

る２億７,１２９万円としております。昨年度の当初予算と比較いたしましては増と

しておりますが、令和４年度決算見込みからは逆に５．５％減としております。 

続きまして１３ページになります。 

２項固定資産税です。 

固定資産税は、新築家屋の棟数の増や地価変動の影響等を考慮し、前年度に比べ

２,４３４万３,０００円の増となる１４億６,８５３万６,０００円を見込みました。

前年度比１．７％の増としております。 

土地は依然として下落傾向にございますが、新増築の軒数が大変多く、家屋が大

きく伸びております。 

続きまして３項軽自動車税です。 

軽自動車税は１目の環境性能割と２目の種別割に分かれております。 

種別割は登録台数が依然増加傾向にあることから、軽自動車税全体では前年度に

比べ１７４万５,０００円の増となる４,７１７万１,０００円を見込みました。前年

度比３．８％の増としております。 

全国的に見ても、軽自動車の登録台数が増加傾向となっており、なお登録台数の

見込みにつきましては、歳入の概要を御確認ください。 

続きまして、４項町たばこ税です。 

町たばこ税は近年の健康志向による喫煙率の低下などにより、販売本数は横ばい

から減少傾向にあります。令和３年度の税率改正が通年化されることなどから、前

年度に比べ４４０万円の増となる１億３,０００万を見込みました。前年度比３．

５％の増としております。先ほど申し上げましたとおり、販売本数につきましては

横ばいから若干減少傾向にあるといったことから、令和４年度決算見込み額からは

０．７％の減額としております。 

町税の傾向につきましては以上のとおりでございます。 
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○財務課長（高橋清一） 

続きまして資料については１６ページを御覧ください。上から２つ目です。 

７款地方消費税交付金になります。項・目・節共に地方消費税交付金。金額、４

億１,０００万円でございます。 

こちらは県で収納する地方消費税の２分の１について、国勢調査の人口及び企業

統計調査の従業員数の案分により市町村に交付されるものでございます。  

次に、この１６ページの一番下になります１０款、地方交付税になります。項・

目・節共に地方交付税、細節の２普通交付税の１億１,１００万円でございます。前

年度比、６,３００万円の増加となってございます。 

こちらについては、この普通交付税と、この後の２１款町債の臨時財政対策債に

ついて配分割合が変更となるから増収を見込んでございます。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

続きまして２３ページまで飛びます。よろしいでしょうか。 

１４款国庫支出金、２項国庫補助金、４目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費補

助金、細節では８番になります、上から４つ目です。地域脱炭素移行再エネ推進交

付金重点対策加速化事業でございます。 

こちらは歳出にございますゼロカーボンシティ創成補助制度の重点対策加速化補

助金に充当するものでございます。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

続きまして、２６ページまでページ飛ばしていただきまして、２６ページです。  

児童福祉費の県補助金になります。５番、小児医療費助成事業費補助金でござい

ます。 

こちらは町のこども医療費助成事業に対する県補助金であります。令和５年度よ

り補助金対象範囲を小学校修了前から小学校卒業まで拡大したことによりまして、

前年度より１,５１４万６,０００円の増額をしまして、３,８８３万円の歳入を見込

んでおります。補助率は２分の１です。 

○財務課長（高橋清一） 

続きまして、資料については３１ページです。３１ページを御覧ください。 

１８款繰入金になります。 

中段付近の１項基金繰入金、目・節共に財政調整基金繰入金の２億円でございま

す。こちらは年度間の財政財源調整を図る目的として財政調整基金から２億円の繰

入を予定してございます。取り崩し後の金額については約７億８,０００万円となり

ます。 

続きまして、資料については３７ページを御覧ください。 

２１款町債となります。 

先ほどの第３表の地方債にて御説明したとおり、町民センター改修事業債から臨

時財政対策債までの４件でございます。町債全体で前年度比２,５８０万円の増、６

億１,８８０万円を見込んでございます。 
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続きまして、歳出に移らせていただきます。資料については、３８ページからと

なります。 

まず最初に、各会計にわたる人件費について、総務課長より御説明いたします。  

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

それでは歳出の御説明に先立ちまして、各会計、各費目全体にわたる人件費につ

いて御説明をさせていただきます。 

大変恐れ入ります。別ファイルをお開きください。ファイル名が「17_当初予算案

付属資料_③職員人件費一覧」になってございます。もう一度御紹介いたします。フ

ァイル名が「17_当初予算案付属資料_③職員人件費一覧」の資料を御覧ください。 

資料のタイトルが、各会計の令和５年度当初予算における職員人件費一覧のもの

でございます。 

まずは全体の職員数見込みについて御説明申し上げます。令和５年度当初予算計

上の職員数は特別職を除き１３１名、これに再任用短時間職員７名を加え、職員数

は１３８名を見込んでございます。 

各会計ごとの職員数の内訳を御説明いたします。 

一般会計では、特別職を除き、一般職１１６名と再任用短時間職員６名の１２２。

国民健康保険特別会計では、一般職２名。介護保険事業特別会計では一般職２名。

土地区画整理事業特別会計では、一般職３名と再任用短時間職員１名の計４名。水

道事業会計では、一般職４名。下水道事業会計では、一般職４名をそれぞれ見込ん

でおり、前年度当初予算比較で全体で４名の増と見込んでございます。 

最下段の合計欄を御覧ください。 

一般職給料が前年度比で１,２６６万８,０００円の増としてございますのは、職

員数の増、また令和４年度人事院勧告を受けた給与改定に伴う増が主な要因となっ

てございます。一般職職員手当等を前年度比で１,６２６万４,０００円の増として

おりますのは、職員数の増、人事院勧告を受けた期末勤勉手当の増が要因となって

ございます。 

退職手当組合の一般負担金と共済費の増も職員数や給与改定を反映させた結果と

なってございます。なお、退職手当組合の特別負担金を見込んでいないのは、令和

５年度からの定年延長制度が施行されることに伴いまして、令和５年度中の定年に

よる退職者を見込んでいないことからでございます。 

また、国民健康保険特別会計のみが前年度比で各費目を減額してございますのは、

職員の配置実態を反映させた結果となってございます。 

全会計を合計した職員人件費は前年度比で４,３６１万円の増で１０億６,６２４

万６,０００円と見込んでございます。 

人件費に係る御説明は以上となります。なお、各会計の職員給与費に係る説明は

本説明をもって省略させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは歳出の御説明に戻ります。 

予算書のほうにお戻りください。予算書４１ページをお開きください。 
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予算書４１ページ、中段になります。 

２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、事業名が職員研修事業費でござ

います。接遇力の向上や組織パフォーマンスの最大化を図るため、各種庁内派遣研

修を実施するものでございます。特に令和５年度は若手職員にはコミュニケーショ

ン機会の創出や業務改革の意識醸成、それから中堅職員にはキャリアデザインの醸

成などをこれまで以上に職階を意識したプログラムを予定しております。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

次のページ、４２ページをお願いいたします。 

上から２つ目になります。２目広報広聴費、広報広聴事業費でございます。こち

ら広報かいせい、広報かいせいおしらせ版、町民カレンダーを制作発行いたします。

また町ホームページ、ＴＶＫデータ放送等によります情報発信を行ってまいります。 

開成町公式アカウントにおきましてはセグメント配信、それから情報メニューの

増、機能の拡大を図ってまいります。 

○会計管理者（石井直樹） 

続きまして、ページは４３ページでございます。出納事務費でございます。 

手数料のところについて新規事業ではございませんが、内容の記載がちょっと漏

れておりましたのでここで御説明をさせていただきます。 

手数料５２３万円の内訳について御説明させていただきます。１つ目が役場の派

出窓口事務手数料２６４万円でございます。２つ目はコンビニの収納事務手数料で

ございます。１７３万円でございます。そして３つ目が、口座からの引き落としの

事務取扱手数料８６万８,０００円でございます。 

記載が漏れまして申し訳ございませんでした。 

以上です。 

○財務課長（高橋清一） 

続きまして資料については４３ページの下のほうから４４ページにかかるところ

でございます。 

２款総務費、１項総務管理費、４目財産管理費、事業は庁舎管理費でございます。

役場庁舎の各種設備等に係る保守点検や夜間・休日における文書の収受等の業務委

託などの経費でございます。この中で光熱水費については、電気料金が高騰してお

り、前年度比で約１,２００万円の増の２,２２２万８,０００円としてございます。

また、一般会計全体での光熱費につきましては、前年度比で約４,２００万円の増と

なってございます。 

次に資料については４４ページ、１つ飛ばさせていただきまして、事業について

は公有地管理費でございます。開成駅東側、町有地などの財務課が管理をしている

公有地の経費でございます。令和５年におきましては、平成３０年に用途廃止を行

いました。旧町営住宅四ツ角団地の解体工事を実施いたします。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

ページが飛びまして４６ページになります。 
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真ん中から少し下になります。 

５目企画費、ブランディング推進事業費。こちらはシティプロモーション用の写

真撮影の委託、そして動画作成委託等を実施いたします。 

その１つ下になります。総合計画策定事業費、次期開成町総合計画基本構想前期

基本計画を策定をいたします。計画は令和５年・６年の２か年で策定を予定してご

ざいます。 

○参事兼総務課長（中戸川進二） 

続きましてページが４８ページをお願いいたします。４８ページになります。 

７目電算管理費、事業名、電算システム管理費でございます。 

庁内ネットワークやパソコンなどの電算機器や業務システムの維持管理経費、そ

れから町村情報システム神奈川県セキュリティクラウドなどの利用に係る経費を負

担するものでございます。 

令和５年度は引越しワンストップ支援サービスの導入や、ガバメントクラウドへ

の移行準備など、自治体ＤＸの取組を推進していく予定でございます。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 

続きまして５０ページになります。５０ページの上段です。 

事業名、町民センター施設整備事業費、説明欄、町民センター改修工事実施設計

業務委託料４,４００万円です。 

こちらは開館から３６年が経過している町民センターの設備などが全体的に老朽

化しているため、改修に向けて実施設計を行います。主な改修工事の内容といたし

ましては、エレベーターの更新、トイレのバリアフリー化と洋式化、空調設備の更

新、照明設備の更新となっております。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

次のページ５１ページに移ります。 

１０目協働推進費でございます。 

一番上になります。協働のまちづくり推進事業費です。協働のまちづくりを推進

するため、協働推進会議を運営いたします。また町民公益活動団体等の円滑な活動

のために講座の開催もいたします。 

新規になりますけれども、協働のまちづくり事業応援補助金を交付しまして、町

民公益活動団体を財政的に支援をしてまいりたいと考えてございます。  

２つ飛ばしまして、自治会運営推進事業費です。 

自治会活動支援のため、自治会交付金、そして自治会活動を対象としました保険

料を負担させていただきます。また協働のまちづくり講座を開催いたします。 

○総合窓口課長（土井直美） 

続きまして５４ページをお開きください。 

中段下、個人番号カード交付事務費です。個人番号カード交付事務費、こちらは

個人番号カードの申請・交付等に対する経費となっております。交付事務対応強化

のため、会計年度任用職員の報酬などが増額となっております。 



－１８０－ 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、ページは６０ページをお開きください。 

３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、上から２番目の高齢者保健

福祉計画等策定事業費になります。こちらは令和６年度から令和８年度を計画期間

とする第９期高齢者保健福祉・介護保険事業計画の策定に係る経費となってござい

ます。事業につきましては、令和４年度からの継続事業となっており、令和５年度

においては、今後の高齢者や介護給付費などの見込みの推計、及び必要な政策の検

討・反映を行っていく予定でございます。 

３ページ進んでいただきまして、６３ページをお開きください。 

５目障害者福祉費、上から２番目の自立支援給付関係費でございます。こちらは

障害者総合支援法に基づく介護給付、訓練等給付及び計画相談支援給付からなる障

害福祉サービスと児童福祉法に基づく障害児通所給付に係る経費となっております。

また、令和５年度より障害福祉施設等を障害者の地域生活を支える社会資源として

活用する障害者地域生活サポート事業の行動障害者支援事業などを新たに導入して

まいります。 

１ページ進んでいただきまして、６４ページをお開きください。 

上から２番目の障がい者基本計画等策定事業費でございます。こちらは令和６年

度から令和１１年度を計画期間とする第３期障がい者計画及び令和６年度から令和

８年度を計画期間とする第７期障がい福祉計画、第３期障がい児福祉計画の策定に

係る経費となっております。事業につきましては、令和４年度からの継続事業とな

っておりまして、令和５年度におきましては、計画策定に必要な各種推計及び必要

な政策の検討・反映を行ってまいります。 

○こども政策担当課長（田中美津子） 

６６ページにお進みください。 

２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の６６ページ中段の事業名、こども医療助

成事業費になります。こちらにつきましては、０歳から１８歳までのこどもが医療

機関を受診したときに支払う医療費の自己負担分の助成に係る経費です。令和５年

１０月からの対象年齢の拡大及び所得制限の撤廃に係る経費を増額しております。  

１つ飛ばしていただきまして、事業名、子育て支援事業費になります。こちらは

駅前子育て支援拠点、子育て支援センター及びファミリーサポートセンター業務及

び病児保育事業に係る経費として計上しております。また、子育てポータルサイト

の運営に関わる経費も追加してございます。令和５年度はファミリーサポート利用

促進事業として、初回利用に加えて、兄弟、ひとり親世帯、非課税世帯、生活保護

世帯に費用減免対象を拡大いたします。幼児保育につきましても、非課税生活保護

世帯への免除軽減の継続を行います。 

次にページ６８ページに飛んでいただきまして児童措置費、事業名につきまして

は、子ども家庭総合支援拠点運営事業費になります。こちらは子どもとその家庭、

妊産婦を対象に実情の把握、相談対応、調査、継続的な支援を行うための子ども家
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庭総合支援拠点を設置し、運営するための人件費等でございます。 

また、新たに行政等が保有する子育て世帯に関するデータを連携することで要支

援リスクを可視化し、支援を要する家庭の早期発見、早期支援につなげるための実

証事業を行うための予算を計上しております。 

○参事兼子育て健康課長（小宮好徳） 

続きまして７０ページを御覧いただきたいと思います。 

７０ページの緊急医療体制推進事業費でございます。こちら新規負担金としまし

て、小田原市休日夜間急患診療所の夜間分の運営費と、小田原市休日急患歯科診療

所の運営費について、足柄上１市５町においても実績割に応じて負担していきます。 

その下、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金関係費でございます。今年

度よりしています妊娠届時から出産子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支

援として、妊娠届時の面談後に出産応援金として５万円、出生届後の面談実施後に

子育て応援金として現金５万円、計１０万円を支給するものでございます。こちら

妊娠届出、出産届出とも人数は１４０名を想定し、転入・転出妊婦を勘案しまして

扶助費を計上してございます。また新規事業としまして初回妊婦健診補助として、

非課税世帯に対し、１万円を上限として補助いたします。 

７１ページを御覧いただきたいと思います。 

母子保健事業費になります。こちらも新規事業としまして新生児聴覚検査費につ

いて、１万円を上限として補助いたします。また３歳児健康診査での視覚屈折検査

を導入いたします。産後ケア事業としまして、出産を１年以内の母子を対象に出産

後の出身共に不安定になりがちな時期に保健指導や相談等を行うとともに、お母さ

んの心身のケアや赤ちゃんの育児について支援いたします。こちら助産医、医療機

関による訪問型デイサービス型支援を実施いたします。 

１つ飛ばしまして感染症対策事業費でございます。こちら第５期風疹抗体検査、

予防接種については、子どもの頃に風疹はワクチンの定期接種を受ける機会がなか

った、昭和３７年度から昭和５３年度生まれの男性の方に対し、令和７年３月まで

延長し公費で実施いたします。また子宮頸癌の予防接種としてＨＰＶワクチンの積

極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した平成９年度から平成１７年度生まれの

女子を対象にキャッチアップ接種を実施いたします。こちらも令和７年３月まで公

費で接種いたします。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

続きまして、ページは７２ページになります。 

上から２番目の一体的保健事業費になります。こちらにつきましては、高齢者の

健康保持、医療費適正化のため、後期高齢者医療制度の健康診査を中心とした疾病

予防・重症化予防と、介護保険での介護予防事業の認知機能や社会的活動低下の両

方の視点で生活機能全体の低下に着目した「フレイル予防」を実施してまいります。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

続きまして７３ページ。 
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下から２番目のごみ処理関係費になります。１８節の負担金、補助及び交付金の、

足柄上地区ごみ処理広域化協議会負担金１,３３３万１,０００円、こちらの内容と

いたしまして、事務局職員の人件費のほか、土壌汚染調査、地歴調査、測量調査、

地質調査、施設整備基本計画策定業務、ＰＦＩ導入可能性調査及び生活環境影響調

査を予定しております。 

○参事兼企画政策課長（田中栄之） 

次ページ、７４ページに移ります。 

上から２つ目になります。 

地球温暖化対策推進事業費です。ゼロカーボンシティ創成補助制度を実施いたし

ます。新たに中小企業向けの脱炭素補助制度としまして、創エネ・省エネ・蓄エネ

設備の導入の利子補給事業を新設いたします。また地球温暖化対策実行計画の策定

及び改定を行います。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

続きまして７７ページ、お願いいたします。 

５款農業水産業費、１項農業費、３目農業振興費、事業名、農業活性化推進事業

費です。地域農業を支える担い手の育成と経済的支援、水田を活用した高付加価値

型農業推進に関わる経費としまして、神奈川県トップ経営体育成事業補助金を新設

しております。こちらにつきましては、かながわ農業版ＭＢＡ研修の修了者を対象

としまして、修了者の規模拡大や経営の高度化のために行う施設整備、機械導入道

に対しての補助を行います。神奈川県の県補助１００％になっております。 

その下、優良農地保全事業、こちらにつきましては新規としましては委託料にな

ります。地域計画策定業務委託料になります。人・農地プランが農地法改正により、

法定化されまして、将来の農地利用の姿を明確化する地域計画の策定に向けまして、

意識調査等を行います。 

続きまして、７９ページをお願いします。 

６款商工費、１項商工費、２目商工振興費、事業名、中小企業支援事業、新規事

業ではございませんが、中小企業支援事業費です。申し訳ございません。 

次のページのところにまたがってますので、申し訳ありません。 

○議長（吉田敏郎） 

７８、はい。 

○産業振興課長（熊澤勝己） 

７９。すみません、７８から７９になります。申し訳ありません。 

７９ページのほうになります。 

新型コロナウイルス感染症に伴う国の融資制度が終了し、またそちらの融資制度

に伴う貸付の利子補給が始まることによりまして、開成町にあります中小企業小口

融資のほうの利用が拡大されることが予想されますので、そちらの預託金のほうの

増額をしております。 

○街づくり推進課長（柏木克紀） 
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続きまして８１ページに移らせていただきます。 

２項道路橋りょう費、１目道路維持費、町道維持管理事業費です。こちらは、道

路の舗装など劣化した箇所について適切に補修を実施するとともに、路面性状調査

の結果に基づき、計画的に舗装の打ちかえを進めていくものです。令和５年度の舗

装補修路線は、町道２００号線、町道２２３号線、町道２１５号線、町道２４９号

線の４路線です。詳しい場所につきましては、添付資料④主要箇所図を後ほど御覧

いただければと思います。 

続きまして、次ページの８２ページに移らせていただきます。 

２目、道路新設改良費、道路改良事業費です。こちらは道路整備計画に基づき、

町道の拡幅を実施するものでございます。地権者の御協力により、令和４年度に一

定の用地の買収が進んだことから、町道２０４号線で改良工事、町道２３５号線で

改良工事における水路横断工事を実施いたします。また、町道２０４号線につきま

しては、改良工事に向けて引き続き地権者の御理解をいただきながら、用地買収を

進めてまいります。各路線の詳しい場所につきましては、付属資料④主要箇所図を

御覧いただければと思います。 

続いてその下、３目道路橋りょう整備費、橋りょう維持管理事業費でございます。

こちらは法令による５年に一度の義務化された橋りょう定期点検を行うとともに、

点検の結果、修繕が必要となった橋りょうについて補修工事を実施いたします。橋

りょうの点検につきましては、町内で各所１４橋を実施いたします。橋りょうの補

修工事については２橋を実施いたします。工事の詳しい場所につきましては、付属

資料④主要箇所図を御覧いただければと思います。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

続きまして、１つ下の段橋りょう整備事業費です。 

こちらは駅前通り線の２級河川線、仙了川に架かる新設橋りょうの詳細設計委託

費になります。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それではページ８５ページを御覧ください。 

５項住宅費、１目住宅管理費、住宅維持管理費になります。こちらは町営住宅円

通寺団地及び河原町団地の維持管理に係る経費となってございます。令和５年度に

おきましては、令和４年度に行いました実施設計に基づきまして、円通寺団地の外

壁塗装等工事を実施いたします。 

○防災安全課長（小玉直樹） 

続きまして８９ページになります。８９ページ、御覧ください。 

８款１項消防費、５目災害対策費、資料上から２つ目の災害対策推進事業費にな

ります。こちらにつきましては、地域防災計画及び備蓄指針に基づき、備蓄食糧や

避難所で使用する資機材などを計画的に整備更新するものでございます。また、職

員用の防災服を新たにリニューアルするほか、火災や地震発生時等における出荷被

害の減少を目的として、家庭用消火器の購入費用の一部を助成する制度を創設し、
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自助による防災力の向上を図ります。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

続きまして、９０ページから９１ページをお願いいたします。 

９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、事業名、一番下の教育委員会事務

局運営事務費１,９５０万４,０００円でございます。事業概要には記載はございま

せんが、スポーツ庁からおおむね令和７年度までの期間に、休日の中学校部活動を

地域に移行することが求められておりますことから、今後の方向性を協議するため

の会議体を新設いたします。また、学校給食費の幅広い納付方法を可能とし、保護

者の利便性向上を図るため、給食会計等収納システムの稼働を開始し、公会計化の

実現を図ってまいります。 

９２ページをお願いいたします。 

一番下、事業名、児童・生徒安全対策事業費２２１万８,０００円でございます。

園児・児童・生徒及び教職員が在園・在校中に被災し、自宅に帰宅できない際の防

災備蓄食糧の整備を毎年１学年ごとのペースで回収させていただきます。なお、備

蓄食糧につきましては７年間保存が可能なものを選定いたしまして、保管期間が６

年経過した時点でフードバンク等に提供するよう、社会福祉協議会との連携による

事業展開を図ってまいります。 

続いて９３ページ、事業名、校務用パソコン管理費３,４３８万７,０００円でご

ざいます。ＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教育のさらなる推進を図るため、こ

れまで同様にＩＣＴ支援員、カリキュラムコーディネーター等を配置するとともに、

今後の児童・生徒の１人１台端末の持ち帰り学習を想定いたしまして、児童・生徒

保護者・教職員を対象に、家庭等でのインターネット利用における事故防止や犯罪

等に巻き込まれないための知識を習得する情報モラル研修を実施いたします。 

続いて９４ページをお願いいたします。 

事業名、読書活動推進事業費１０１万５,０００円でございます。児童を対象に１

人１台端末を活用した読書活動推進を図るため、デジタル図書を導入いたします。  

続けて９４ページの一番下、２項開成小学校費、１目学校管理費、事業名、学校

管理運営関係費５,６２８万７,０００円になります。開成小学校中庭のタイルに経

年劣化による破損箇所があり、児童の安全確保の観点から補修工事を行います。な

おこの補修工事に際しましては、開港１５０周年記念事業としても位置づけし、児

童の思い出に残るよう改修デザインの制作等に児童の参画を求めるなど、事業展開

を図ってまいります。 

ページ９７、９８ページ。９７ページの一番下になります。 

３項開成南小学校費、１目学校管理費、事業名、学校管理運営関係費３,７９７万

５,０００円でございます。開校から１０年以上経過し、敷地内の生育した樹木が講

堂等にはみ出すなど、近隣への悪影響が出ていることから、高木選定・伐採等を実

施させていただきます。 

○生涯学習課長（高橋靖恵） 
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続きまして、１０９ページになります。少し飛びます、１０９ページです。 

下から２つ目となります。事業名、生涯スポーツ推進事業費１８４万６,０００円

です。こちらは、町内におけるスポーツの普及振興を図るため、全国規模等のスポ

ーツ大会に出場した方のトップアスリート奨励金の交付や町スポーツ協会と連携し

て各種スポーツ大会の開催やかいせいスポ・レクフェスティバルの開催のための予

算となっております。 

○財務課長（高橋清一） 

続きまして資料につきましては、１１２ページを御覧ください。 

歳出の一番最後になります。 

１３款予備費でございます。予備費につきましては、５,５４１万５,０００円を

計上させていただいたところでございます。 

続いて資料については、１１９ページを御覧ください。 

こちらについては、債務負担行為で、翌年度以降にわたるものについての前年度

までの支出額または支出額見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書で

ございます。令和５年度当初予算で、第２表で御説明した７件も含めた調書となり、

１１９ページの一番上、小水力発電設備購入費から、資料については１２１ページ

の一番下、町村共同システム用端末等賃借料（令和５年度更新分）まで３９件の債

務負担行為となります。 

続いて資料については、１２２ページを御覧ください。 

こちらは地方債の前々年度末及び前年度末における現在高、並びに当該年度末に

おける現在高の見込に関する調書でございます。 

表の一番右側の下、当該年度末の現在高見込み額の合計については７１億４,０２

２万７,０００円でございます。 

説明については以上となります。 

令和５年度開成町一般会計予算の御説明については以上とさせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第１７号 令和５年度開成町一般会計予算についての説明を終了し

ます。 

暫時休憩といたします。再開を１０時１０分とします。 

休憩後、特別会計等の説明に入りますので、関係課長以外は退席されて結構です。  

午前９時５２分 

○議長（吉田敏郎） 

再開いたします。 

午前１０時１０分 

○議長（吉田敏郎） 

議案第１８号 令和５年度開成町国民健康保険特別会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。 
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総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

令和５年度国民健康保険特別会計当初予算、議案第１８号について説明いたしま

す。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。 

１款国民健康保険税から７款諸収入まで、次のページ、歳出、１款総務費から８

款予備費まで、歳入歳出とも合計１６億２,６６０万１,０００円の予算となってお

ります。 

予算に関する説明書、６ページをお開きください。 

総括の歳入としまして、前年度と比較し、１款保険税が６１９万４,０００円の減、

３款県支出金９３０万１,０００円の増、５款繰入金５,１６３万３,０００円の増額

となっています。 

７ページ、歳出前年度と比較しまして、２款保険給付費が９７３万２０００円の

増。３款国民健康保険事業費納付金が４,５５１万１,０００円の増。５款保健事業

費５７万６,０００円の増額予算となっています。 

国民健康保険特別会計予算編成に係る全体的な傾向といたしまして、全国的では

ございますが、高齢化により国保から後期高齢者医療への移行者などの増により、

被保険者数は減少傾向です。令和３年度末の３,０１１人から、令和４年度末で６９

人減の２,９４１人と見込んで、保険税などを算定しています。 

被保険者数が減少傾向であるため、保険税の収入見込みが減る一方、高齢化や医

療費の高度化により給付費は増加傾向です。１人当たりの給付費で見ましても、令

和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響による受診控えなどにより大幅に減少

しましたが、令和３年度には再び増加に転じ、令和４年度、５年度においても同程

度か、やや増加傾向となっております。よって、令和５年度予算は財源不足分を基

金取り崩しにより対応する予定です。 

それでは、詳細を説明いたします。 

歳入歳出事項別明細書８ページをお開きください。 

歳入、１款国民健康保険税、前年度比６１９万４,０００円の減。医療給付費分、

後期高齢者支援金分、介護納付金分それぞれの現年課税分は収納率を９５．９％と

見ています。被保険者数の減により保険税も減額となっております。 

次に、９ページ下段、３款県支出金でございます。 

前年度８５３万２,０００円の増と見込み、療養給付費等歳出対象費用と同額を計

上しています。保険給付費等交付金のうち、普通交付分は歳出予算科目の保険給付

費について、全額県から交付されるものです。 

次ページ、特別交付分は保険者努力支援の医療費適正化や特定健診事業費などの

個別事情に応じて交付されます。 

１０ページ、５款繰入金でございます。 
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繰入金のうち、４節出産育児一時金等繰入金は、昨日条例改正をお認めいただき

ました補助額が４２万円から５０万円に増額されたため、８０万円の増額となって

います。 

６節未就学児均等割保険料負担金は令和４年度の税制改正により新設されたもの

で、負担割合、国２分の１、県４分の１、町４分の１です。 

１１ページ、２項基金繰入金です。 

歳出で説明いたしますが、令和５年度事業費納付金の増に対応するため、基金を

取り崩して財源不足を補う予定で、５,２００万円を計上しております。概要欄には、

基金から繰入するための項目設定と記載してございますが、この項目設定の部分を

削除していただきたいと思います。失礼いたしました。 

その下の諸収入以降は項目設定等でございますので、省略させていただきます。 

続きまして、ページ飛びまして、１３ページをお開きください。１３ページ、歳

出です。 

１款総務費のうち一般事務費、及び次ページの賦課徴収費について支出項目の調

整により、令和５年度から郵送料などの通信運搬費を一般会計から支出とするため、

その分が減額となっております。 

１４ページ、保険給付費です。 

２款保険給付費につきまして、一般被保険者と退職被保険者から構成されており

ますが、退職分については制度が終了となったため、過誤調整等の診療報酬分とし

て項目設定としております。１項療養費等が減額となっているのは、被保険者数の

減によるものです。 

１５ページ、２項高額療養費、一般被保険者高額療養費につきましては、医療費

の高度化により１人当たりの医療費が増加傾向であるため、１２月に増額補正をさ

せていただきましたが、当初予算においても１,３０７万１,０００円の増で見込ん

でおります。 

続きまして、１６ページ。１６ページの出産育児一時金、こちらも１子当たり４

２万円から５０万円の支給に改正されたため増額となっております。件数は昨年同

様１５件を見込んでおります。 

５項、１目葬祭費につきましても、前年と同額を見込んでおります。 

その下、６項傷病手当金、前年同様１０万円を計上しております。新型コロナウ

イルス感染症が５類に移行されることにより、令和５年５月に制度が終了する予定

です。令和４年度の実績で４件の申請があり、８万５,８３７円の給付実績がござい

ます。 

３款、１項、１目国民健康保険事業費納付金です。事業費納付金支払事業費は、

市町村から納付金として県に支出し、県は特別会計として運営するものでございま

す。納付金は県の提示額を計上しており、前年度比４,５５１万１,０００円の増と

なっております。これは開成町が激変緩和の対象でなくなったこと、県の国保会計

が給付費の伸びなどから財源不足が生じ、基金取り崩しを予定していることなどが
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影響しております。 

１７ページ、５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、生活習慣病を中心と

した疾病予防を目的に特定健診を実施するための費用として健診委託料や会計年度

任用職員の報酬などに要する費用となります。被保険者数の減により、委託料も減

となっております。 

続いて中段、２項保険事業費、１目保健普及費、人間ドック助成費は４年度と同

数の１９０人分を見込んでおります。 

続きまして１８ページ、２目保健指導事業費、特定健診受診者のフォローアップ

等の事業にかかる費用となっております。 

以降、公債費以下歳出につきましては、項目設定等でございますので、省略をさ

せていただきます。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第１８号 令和５年度開成町国民健康保険特別会計予算についての

説明を終了します。 

続いて、議案第１９号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

細部説明を担当課長に求めます。 

福祉介護課長。 

○福祉介護課長（奥津亮一） 

それでは、議案第１９号、令和５年度開成町介護保険事業特別会計予算の御説明

をさせていただきます。 

２ページの第１表、歳入歳出予算の歳入を御覧ください。こちら１款保険料から

９款諸収入まで。 

次ページいっていただいて３ページに進んでいただいて、歳出でございます。こ

ちら１款総務費から７款予備費まで。 

歳入歳出ともに合計は１３億１０９万４,０００円でございます。 

続いて５ページ、６ページを御覧ください。 

歳入歳出予算事項別明細書の総括として、本年度予算と前年度予算額の比較とな

ってございます。歳入歳出ともに本年度予算額は１３億１０９万４０００円で、前

年度と比較いたしまして６,８９６万４,０００円の増額となってございます。 

５ページを御覧ください。 

１款の保険料については、第１号被保険者である６５歳以上の方の人数の増を見

込み、昨年度よりも予算額は増額となってございます。また、３款国庫支出金、４

款支払基金交付金、５款県支出金、７款繰入金につきましては、歳出の保険給付費

及び地域支援事業費などの伸びに伴い増加となってございます。 

６ページを御覧ください。歳出でございます。 

保険給付費や地域支援事業費につきましては、これまでと同様に介護保険法など

の関係法令に基づき、実施をしてまいります。保険給付費につきましては、認定者
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の増加に伴い、サービス利用の増加を見込んでおります。 

なお、地域支援事業費につきましては、新型コロナウイルスの影響により事業の

中止や延期がございましたが、令和４年度は感染予防対策を実施しながら事業の実

施をしております。令和５年度におきましても、必要な対策を講じながら、各事業

を実施してまいりたいと考えてございます。 

７ページを御覧ください。歳入でございます。 

１款保険料につきましては、６５歳以上の第１号被保険者の増加に伴い、１,３７

８万円の増額を見込んでおります。また、現年度分の保険料の徴収については、特

別徴収を９４％、普通徴収を６％で見込んでおります。 

続きまして、３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金、７款繰入金

につきましては、歳出の保険給付費及び地域支援事業費等の伸びに伴い、それぞれ

増加をしてございます。 

続きまして１３ページを御覧ください。歳出でございます。 

１款総務費、２項介護認定審査会費につきましては、足柄上地区介護認定審査会

への負担金及び認定調査関係費になります。認定者の増加に伴い、前年度よりも増

額となってございます。 

１４ページをお願いいたします。１４ページ以降あります、２款保険給付費につ

きましては、要介護者が対象となっている、１項介護サービス等諸費のうち、１目

の在宅で受けるサービスに係る居宅介護サービス給付費、次のページの３目の入所

施設で受けるサービスに係る施設介護サービス費、７目の介護サービス計画作成に

係る居宅介護サービス計画給付費、９目の地域密着型通所介護などの地域密着型介

護サービス給付費につきましては、いずれも利用者の伸びなどを見込み、増額とし

てございます。 

続きまして、１６ページになります。 

こちら要支援者が対象となっている、２項介護予防サービス等諸費のうち、１目

の在宅で受けるサービスに係る介護予防サービス給付費、３目の地域密着型介護予

防サービス給付費については、利用者の伸びなどから増額を見込んでございます。  

続きまして１７ページになります。 

３項高額サービス等費につきましては、介護サービス利用者の増加に伴いまして、

対象者も増加してございます。そのことから、前年度よりも増額として計上してお

ります。 

続きまして、５項特定入所者介護サービス等費につきましては対象者の減少に伴

いまして、前年度よりも減額としてございます。 

続きまして１８ページを御覧ください。 

３款地域支援事業費、１項介護予防日常生活支援総合事業費、１目介護予防生活

支援サービス事業費につきましては要支援及び事業対象者が利用する訪問型並びに

通所型サービスでございます。こちらにつきましても、利用者の増加に伴いまして

訪問型・通所型、いずれも増額を見込んでおります。 
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その次の２目一般介護予防事業費につきましては前年度より減額となっておりま

すが、その要因につきましては、実施方法の見直しなどによるものでございます。

事業につきましてはこれまでどおり普及啓発や地域の活動支援などを実施してまい

ります。 

続きまして、１９ページ。 

２項包括的支援・任意事業費、１目地域包括支援センター運営事業費につきまし

ては、６５歳以上の高齢者人口の増加が見込まれることから、引き続き、地域包括

支援センターの機能強化に努めてまいります。 

次の２目、包括的支援事業費につきましては、生活支援体制整備事業として、現

在町内で５つの団体が事業展開しております。また、認知症総合支援事業として認

知症ＶＲ体験も予定しております。 

次の２０ページの３目任意事業費につきましては引き続き、介護給付費適正化事

業や介護サービス相談員派遣事業などに取り組み、給付の適正化やサービスの質の

向上に努めてまいります。 

最後、予備費でございます。 

７款予備費につきましては、歳入歳出の差分を調整しておるものでございます。  

御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第１９号 令和５年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

説明を終了いたします。 

続いて、議案第２０号 令和５年度開成町給食事業特別会計予算についての細部

説明を担当課長に求めます。 

参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（岩本浩二） 

それでは議案第２０号 令和５年度開成町給食事業特別会計予算を説明させてい

ただきます。 

２ページ、３ページ。第１表、歳入歳出予算を御覧ください。 

まず２ページ、歳入でございます。 

１款諸収入から３款繰越金、３ページ歳出は１款給食事業費及び２款予備費での

構成となり、歳入歳出ともに１億１,２６６万３,０００円となります。 

続きまして、予算の内容につきまして御説明差し上げます。 

７ページ、歳入歳出事項別明細書を御覧ください。 

歳入になります。 

１款諸収入、１項給食納付金、１目給食納付金、１節現年度分１億１,１２６万６,

０００円は園児・児童・生徒・教職員等から徴収する給食費で、内訳は説明欄記載

のとおりとなります。給食費の改定によりまして、令和５年度から１人当たりの月

額給食費は園児３,５００円、児童４,８００円、生徒５,３００円となります。続い

て２節滞納繰越分７万２,０００円は、給食費滞納が生じた場合の窓口設定となりま
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す。 

２款繰入金、２項他会計繰入金、１目一般会計繰入金１３２万４,０００円は幼児

教育・保育無償化に伴い開始された幼稚園給食費の副食費減免に対しまして、一般

会計から繰り入れるもので、４３人相当分を見込んでございます。 

３款繰越金でございます。前年度繰越金は、令和４年度からの繰越金で窓口設定

となります。 

続きまして８ページをお願いいたします。 

歳出になります。 

１款給食事業費、１項給食材料費、１目一般管理費、１３節使用料及び賃借料１

万４０００円でございます。こちらをＷＥＢ－ＦＢサービス利用料となります。 

続いて２目給食所材料費、１０節需用費１億１,２５９万４,０００円は園・学校

給食の食材料費となります。 

２款予備費５万５,０００円は歳入との差額を予備費で調整したものとなります。 

全体予算の前年度比較は、歳入歳出ともに１,１９１万７,０００円の増となり、

園児・児童・生徒数の増及び給食費の改定によるものでございます。 

説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第２０号 令和５年度開成町給食事業特別会計予算についての説明

を終了します。 

続いて、議案第２１号 令和５年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての細部説明を担当課長に求めます。 

総合窓口課長。 

○総合窓口課長（土井直美） 

令和５年度後期高齢者医療事業特別会計、当初予算議案第２１号について説明い

たします。 

２ページをお開きください。 

第１表、歳入歳出予算、歳入でございます。１款後期高齢者医療保険料から５款

諸収入まで。 

次のページ、歳出。１款総務費から４款予備費まで。 

歳入歳出とも合計金額２億６,３８４万６,０００円の予算額となってございます。 

予算に関する説明書５ページをお開きください。 

総括としまして、歳入。前年度と比較し、保険料が１６６万９,０００円の増。繰

入金１３９万６,０００円の増。繰越金１２１万２,０００円の減。 

６ページ、歳出でございます。前年度と比較しまして、２款後期高齢者医療広域

連合納付金２３５万円の増。全体で２１４万３，０００円の増額予算となっており

ます。 

まず、後期高齢者、被保険者数などの傾向についてお話させていただきます。  

団塊の世代が７５歳に到達しつつあるため、後期高齢者数は増加しており、令和
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４年３月末の被保険者数が２,４２９人。令和５年１月末は２,５４２人で１１３人

増加。人口に占める割合も１３．１％から１３．７％と伸びています。この伸びに

つきまして、令和３年度の実績ではございますが、県平均伸び率は２．８９％。開

成町は１０番目に高い伸び率となってございます。ちなみに１０年前の平成２３年

では人口に占める割合は８．４８％でございました。 

令和５年度予算算定に当たり、昨年度からの後期高齢者の増加率を１．０５、２,

６７８人で見込み、算定してございます。 

また、令和５年度は被保険者証の一斉更新がないことによる事務費の費用減があ

るものの、２割負担導入に係る国から県へ交付される特別調整交付金が大幅減とな

るため、市町村から広域連合へ支払う納付金が令和４年度に比べ増額しております。 

それでは、後期高齢者医療事業の事項別明細書９ページをお開きください。 

歳入歳出事項別明細書、歳入。 

１款後期高齢者医療保険料、現年度分として広域連合から示された額に特別徴収

分を６５％、普通徴収を３５％と見込んでおります。 

２つ飛びまして、３款繰入金でございます。 

保険基盤安定繰入金は、低所得者に係る保険料の減額分及び元被用者保険の被扶

養者だったものに係る保険料減額分、こちらを一般会計から繰り入れるもので、県

負担４分の３、町４分の１となっております。 

その下、その他一般会計繰入金は保険料徴収に係る事務費について、一般会計か

ら繰り入れるものでございます。 

１ページ飛びまして１１ページ、歳出でございます。 

歳出、１款総務費の一般管理費です。保険料徴収に係る事務費、またレセプト点

検のための会計年度任用職員報酬等の事務全般に係る経費となってございます。  

その下、２款後期高齢者医療広域連合納付金です。一般会計から繰り入れた保険

基盤の繰入金及び被保険者から徴収した保険料延滞年金相当額等を神奈川県後期高

齢者医療広域連合に納めるものでございます。 

以降は項目設定等になりますので省略させていただきます。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第２１号 令和５年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての説明を終了といたします。 

続いて、議案第２２号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての細部説明を担当課長に求めます。 

区画整理担当課長。 

○区画整理担当課長（井上 昇） 

それでは、議案第２２号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計予算について御説明いたします。 

２ページを御覧ください。 
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第１表、歳入歳出予算の歳入でございます。 

歳入は、１款使用料及び手数料から５款町債の構成となってございます。 

次ページを御覧ください。歳出です。 

歳出は１款総務費、２款事業費、３款予備費の構成となっております。 

歳入歳出合計ともに９億６,３００万４,０００円となってございます。 

６ページを御覧ください。予算に関する説明書です。 

総括といたしまして、本年度予算額と前年度予算額の比較でございます。  

歳入歳出ともに本年度予算９億６,３００万４,０００円で、前年度より３億８,

３５４万１,０００円の増となります。 

８ページを御覧ください。事項別説明書になります。 

歳入の１款使用料及び手数料、こちらは町が購入した土地が駐車場で利用されて

いたため、経過処置としての利用の費用を徴収しているものでございます。 

２款国庫支出金、こちらは社会資本整備総合交付金として前年度比５,０００万円

の増となってございます。 

３款繰入金、こちらは一般会計からの繰入金となります。 

４款繰越金、こちらは前年度からの繰越金となります。 

５款町債、本年度での設定となってございます。 

次ページを御覧ください。 

歳出です。 

２款事業費、１項土地区画整理事業費、１目土地区画整理事業費、１２節委託料

です。こちらは土地区画整理業務委託としまして、主に仮換地指定業務委託、測量

調査業務委託としまして、主に建物補償調査業務、町有地の管理業務費を合わせま

して３,８１２万円となっております。 

１６節公有財産購入費としまして、４億４,７２４万３,０００円。あわせて２１

節補償、補填及び賠償金は家屋工作物の移転費としまして４億４,５１１万８,００

０円となっております。令和５年度も用地売却検討者や、地区外移転検討者への対

応をするための予定でございます。 

説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第２２号 令和５年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての説明を終了といたします。 

続いて、議案第２３号 令和５年度開成町水道事業会計予算についての説明を担

当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

議案第２３号 令和５年度開成町水道事業会計予算について説明をいたします。 

最初に業務の予定量です。給水装置個数は８,３６０個、年間総給水量１７６万４,

９８０立方メートル。一日平均給水量４,８２０立方メートル。主な建設改良事業費
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１億２,７８５万２,０００円。 

収益的収入及び支出の予定額は、まず収入。水道事業収益２億６,４１７万３,０

００円。営業収益２億４,３５６万円。営業外収益２,０６１万３,０００円。 

支出。水道事業費用２億６,４１７万３,０００円。営業費用２億２,７６２万７,

０００円。営業外費用１,９６５万６,０００円。予備費１,６８７万円。特別損失２

万円。 

資本的収入及び支出、予定額、収入です。資本的収入５,２１７万３,０００円。

分担金９００万円。負担金８１７万３,０００円。企業債３,５００万円。 

支出。資本的支出１億９,９５８万３,０００円。増設改良費１億２,７８５万２,

０００円。企業債償還金６,８７３万１,０００円。予備費３００万円。 

続きまして、２ページになります。 

企業債、起債の目的、限度額になります。 

排水施設整備事業として３,５００万円。 

一時借入金といたしまして、一時借入金の限度額は２,０００万円と設定しており

ます。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、次の経費

については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外

の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないもの

として職員の給与費３,４７８万７,０００円となっております。 

たな卸資産の購入限度額は１,３２１万４,０００円と定めるものとしております。 

それでは詳細説明をさせていただきます。 

恐縮ですけれども、ファイルページ２０ページ、令和５年度開成町水道事業会計

予算明細書をお開きください。 

２０ページになります。令和５年度開成町水道事業会計予算明細書、収益的収入

及び支出の収入、水道事業収益の主なものといたしまして、営業収益の水道使用料、

こちら水道使用料の収益として１基当たり８,３４０件を見込んでおります。 

その下、給水工事加入金、受託給水工事加入金として１３６件を見込んでおりま

す。 

その他は記載のとおりとなっております。 

少し飛びまして２２ページになります。 

収益的収入及び支出の支出、水道事業費用の主なものといたしまして、原水浄水

配水及び給水費といたしまして、委託料のところで書いてありますけれども、水道

水の安定供給に資する費用で主に水道施設の電気設備の保安、滅菌装置保守点検、

残留塩素系の保守点検、水質検査等にかかる費用を計上してございます。 

続きまして２５ページをお開きください。 

２５ページ、収益的収入及び支出の支出になります。 

こちらのほうは委託料といたしまして主に水道事業会計の運営、メータ検針に係

る費用を計上してございます。 
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続きまして２９ページの資本的収入及び支出について説明をいたします。  

２９ページをお開きください。 

資本的収入及び支出の収入です。資本的収入の主なものといたしまして、排水管

布設分担金、こちらは下水道工事に伴う支障配水管の布設替え工事１件に係る分担

金を見込んでおります。 

その下、消火栓設置費負担金といたしまして、消火栓１７か所の修繕工事に係る

負担金を見込んでおります。 

あと企業債となっております。 

続きまして３０ページをお開きください。 

資本的収入及び支出の支出となります。資本的支出の主なものといたしまして、

配水施設整備工事費、こちら３１ページのほうにかけて記載してございますけれど

も、工事請負といたしまして、道路改良工事に伴う町道２３５号線の支障配水管布

設工事であったり、第４水源地取水流量計更新工事、同じく取水ポンプ更新工事、

榎下浄水場ポンプ盤更新工事、同水位計更新工事、同滅菌ポンプ等更新工事を予定

をしております。 

恐縮ですけれども、８ページにお戻りいただきたいと思います。 

８ページ、令和５年度開成町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書になります。

こちらは資金の流れを表したものでございます。 

１の営業活動によるキャッシュ・フロー。 

（１）当年度純利益６４２万６,２５８円を見込んでおります。 

（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整、下のほうに行きまし

て小計１億２,５４５万１,４７４円。受取利息及び配当金受入額９万６,０００円。 

支払利息及び企業債取扱諸費の支払額マイナス１,３０９万６，０００円を加除し

た結果、営業活動から得た現金預金の純額は１億１,２４５万１,４７４円。 

２の投資活動によるキャッシュ・フロー、こちらも下のほうの投資活動から得た

現金預金の純額、合計いたしましてマイナスの１億１４万４５８円。 

３の財務活動によるキャッシュ・フロー、こちらの財務活動から得た現金預金の

純額はマイナスの３,３７３万１,０００円です。 

４の現金預金及び現金等価物増加額減少額、マイナスの２,１４１万９,９８４円。 

５の現金預金及び現金等価物期首残高４億９,３１６万８,２４５円。 

６の現金預金及び現金等価物期末残高は４億７,１７４万８,２６１円となってお

ります。 

９ページ以降につきましては、一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計によ

る財務諸表、注記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。 

説明は以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第２３号 令和５年度開成町水道事業会計予算についての説明を終

了します。 
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続いて、議案第２４号 令和５年度開成町下水道事業会計予算についての細部説

明を担当課長に求めます。 

参事兼環境上下水道課長。 

○参事兼環境上下水道課長（井上 新） 

議案第２４号、それでは、令和５年度開成町下水道事業会計について説明をいた

します。 

最初に業務の予定量でございます。排水戸数５,９１６戸、年間有収水量２１３万

３,１３７立方メートル、一日平均有収水量５,８２８立方メートル、主な建設改良

事業費１億３,１５６万３,０００円、内訳といたしまして、管路建設費１億１,４２

９万４,０００円、流域下水道費１,７２６万９,０００円。 

収益的収入及び支出の予定額、まず収入。下水道事業収益５億３,２３４万１,０

００円。営業収益２億８,６０１万７,０００円。営業外収益２億４,６３２万４,０

００円。 

支出。下水道事業費用５億３,２３４万１,０００円。営業費用４億９,１０４万６,

０００円。営業外費用３,４２９万４,０００円。特別損失１,０００円。予備費７０

０万円。 

資本的収入及び支出の予定額、まず収入。 

資本的収入１億９,７６３万１,０００円。負担金２１１万６,０００円。補助金３,

５００万円。出資金７,４８１万４,０００円。企業債８,５７０万円。その他、資本

的収入１,０００円。 

支出。資本的支出３億１,７５４万８,０００円。建設改良費１億３,１５６万３,

０００円。企業債償還金１億８,２９８万５,０００円。予備費３００万円。 

２ページ目にまいりまして、企業債。 

企業債の目的及び限度額になります。 

公共下水道事業４,７８０万円。 

流域下水道事業１,５９０万円。 

特別措置分２,２００万円。合計といたしまして８,５７０万円としております。 

一時借入金、一時借入金は限度額を１億円と設定しております。 

議会の議決を経なければ流用することのできない経費、次の経費については、そ

の経費の金額を、それ以外の経費の金額に利用し、またはそれ以外の経費をその経

費の金額に利用する場合は、議会の議決を経なければならないものとして、職員の

給与費３,５６７万１,０００円を設定しております。 

他会計からの補助金は、下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を

受ける額は１億３,０１８万６,０００円としております。 

それでは詳細説明をさせていただきます。 

恐縮です、２０ページ、令和５年度開成町下水道事業会計予算明細書をお開きく

ださい。 

２０ページ、令和５年度開成町下水道事業会計予算明細書、収益的収入及び支出
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の収入です。下水道事業収益の主なものといたしまして、下水道使用料、こちら下

水道使用料収益として５,９１６件を見込んでおります。こちらのほうは令和５年度

より１５％の使用料の値上げをさせていただきましたので、予算では１４％分を加

算してございます。 

続きまして、２２ページをお開きください。 

収益的収入及び支出の支出です。下水道事業費用の主なものといたしまして、ま

ず管渠費、下水道施設の維持管理に関する経費で下水道法に規定された特定事業、

５か所の水質検査、下水道管管渠の管路調査、マンホールポンプの保守点検等を行

う。また道路工事に伴うマンホールの高さ調整等の工事を行うものでございます。  

それと流域下水道費といたしまして、これは酒匂川流域下水道事業における維持

管理費の負担金などを計上しております。 

続きまして２７ページ、資本的収入及び支出について説明をいたします。 

２７ページ、資本的収入及び支出の収入について説明いたします。 

資本的収入の主なものといたしまして、まず受益者負担金、それと国庫補助金、

企業債、この三本立てが主だったところでございます。 

続いて２９ページ、資本的支出になります。２９、３０にかけてございますけれ

ども、資本的収入及び支出の支出でございます。資本的支出の主なものといたしま

しては、管路建設費、管路布設工事３件、こちらのほうは３０ページのほうに詳細

に載っておりますけども、町道２６１号線の管渠布設工事、金井島１,４１７番地先

の管渠布設工事、宮大１，０８８番地の管渠布設工事、この３件及び舗装工事をは

じめといたしまして、酒匂川流域下水道建設費の負担金、それと企業債償還金など

を計上してございます。 

恐縮です、８ページにお戻りください。 

８ページ、令和５年度開成町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、こちら

は資金の流れを表したものでございます。 

１営業活動によるキャッシュ・フロー。 

（１）当年度純利益３８９万１,８６５円を見込んでおります。 

（２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整、下のほうまいりまし

て小計１億６,３２９万４,７８３円。受取利息及び配当金受入額、及び支払利息及

び企業債取扱諸費の支払額、こちらを加除した結果、営業活動から得た現金預金純

額は１億３,７４２万５,７８３円となっております。 

２の投資活動によるキャッシュ・フロー。 

下のほうにまいりまして、投資活動から得た現金預金純額はマイナスの１,２５７

万５,３６５円。 

３の財務活動によるキャッシュ・フロー、財務活動から得た現金預金の純額はマ

イナスの９,７２８万５,０００円。 

４の現金預金及び現金等価物増加額減少額２,７５６万５,４１８円。 

５の現金預金及び現金等価物期首残高１億２,４７２万８,９５３円。 
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６の現金預金及び現金等価物期末残高１億５,２２９万４,３７１円。 

９ページ以降は一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計による財務諸表、注

記となっておりますが、説明は割愛をさせていただきます。 

説明は以上でございます。 

○議長（吉田敏郎） 

以上で、議案第２４号 令和５年度開成町下水道事業会計予算についての説明を

終了いたします。 

以上で本日の日程は終了いたしました。 

これにて散会をいたします。 

お疲れさまでした。 

午前１１時０６分 散会 


